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令和４年度第６回 府中市農業委員会総会議事録

１．開催日時 令和４年９月２６日(月)午前９時２８分から午前１１時４０分

２．開催場所 市役所 ３階 ３０２・３０３会議室

３．出席委員 ９人

１番 秋山 剛 ２番 野津田はるみ ３番 小川康成

４番 竹内茂樹 ５番 小森山仁司 ７番 岡本 隆

８番 末宗龍司 10番 久保時治 11番 小寺 旭

推１番 池田源實 推２番 岡崎正昭 推４番 濱保敬志

推５番 向田定男 推６番 横山寿人 推７番 槙本桂志

推８番 吉岡和則 推11番 粟根耕作 推12番 井手口昭博

４．欠席委員 ６番 瀬尾 毅、９番 木戸安江

５．傍聴人 なし

６．議事日程

第１ 開会あいさつ

第２ 議事録署名人の指名

第３ 協議事項

議案第21号 農地法第３条の規定による許可申請について

議案第22号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画について

議案第23号 農地法第４条の規定による許可申請について

議案第24号 農地法第５条の規定による許可申請について

第４ 報告事項

報告第12号 農地法第５条の規定による届出について

第５ その他

（１）１０月の総会の日程について

７．農業委員会事務局職員

農業委員会事務局長 池田 弘昭

農地係主任 田渕 哲也

会計年度任用職員 加茂 久美

８．会議の概要

【事務局（池田）】定刻になりましたので、これより令和４年度第６回農業委員会総会を

開催します。まずは会長より挨拶をお願いします。

【議長】（会長挨拶）

本日の欠席委員は６番 瀬尾委員、９番 木戸委員です。定数に達しております

ので、令和４年度第６回農業委員会総会をこれより開催します。本日の議事日程は

あらかじめお手元にお配りしておりますとおりです。なお、携帯電話につきまして
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は、マナーモードか電源をお切りください。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【議長】それでは、日程第２ 議事録署名委員の指名を行います。本総会の会議録署名

委員は、会議規則第１８条第２項の規定により、３番 小川委員、４番 竹内委員を

指名します。よろしくお願いします。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【議長】それでは、日程第３ 協議事項に入ります。なお、発言に当たっては、挙手のう

え、議長の指名を受けてからお願いします。

議案第２１号 農地法第３条の規定による許可申請について事務局より説明して

ください。

【事務局（田渕）】（議案第２１号を説明）

【議長】それでは担当委員の補足説明をお願いします。番号１を吉岡委員お願いします。

【推８番 吉岡委員】９月６日に○○ ○さんと槙本委員との３人で現地を確認いたし

ました。

相続された○○ ○○○さんは東京の方で木野山のことは分かりません。帰ってき

たこともないらしいです。そこで、知人を通じて木野山町の人にどうか管理してもら

えないでしょうかと話されたんですが、農地は放棄地のような状態なので、誰も引き

受けてはくれませんでした。

そこで隣の農地の持ち主である○○ ○さんにお願いしたところ、一応話がまとま

りました。放棄地は草刈等をして、今阿字地区でやっております阿字和紙の材料の楮

を植えておられます。今後、少しずつ増えていくとのことです。

○○さんと○○さんは面識はなく、○○さんは現地のことはほとんど分からないの

ですが、一応よく話をして、すべて○○さんが行うということです。特別問題はない

ように思われましたのでよろしくお願いいたします。

【議長】ただ今の事務局並びに担当委員の説明に、ご意見ご質問はございませんか。

（質疑なし）

【議長】質疑なしと認めます。それでは、議案第２１号は提案どおり許可妥当とするこ

とに、ご異議ありませんか。

（異議なし）

【議長】異議なしと認めます。それでは議案第２１号は提案どおり許可妥当とします。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【議長】続いて、議案第２２号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の

承認について事務局から説明してください。

【事務局（田渕）】（議案第２２号を説明）

【議長】続いて、担当委員の補足説明をお願いします。番号１を池田委員お願いします。

【推１番 池田委員】現地は、その地図で３枚目になります。ちょうど県道から、小塚

後に入ったところで、現地は奥へ連なっております。
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○○さんはその近くで２枚作っておられ、特に問題はないと思います。以上です。

【議長】ただいまの事務局並びに担当委員の説明に、ご質疑はございませんか。

（質疑なし）

【議長】質疑なしと認めます。それでは、議案第２２号は提案どおり承認することにご

異議はありませんか。

（異議なし）

【議長】異議なしと認めます。それでは、議案第２２号は提案どおり承認します。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【議長】続いて、議案第２３号 農地法第４条の規定による許可申請について、事務局よ

り説明してください。

【事務局（田渕）】（議案第２３号を説明）

【議長】それでは、担当委員の補足説明をお願いします。番号１を濱保委員お願いしま

す。

【推４番 濱保委員】今月 23 日に木戸委員と申請者の○さんと現地確認をしました。

現地は宇賀矢野線の矢野駐在所と元 JA 矢野支店の間を北に入ったところで、以前

は梨を作っていました。その後○さんが購入されて菊を作られていましたが、現在は

荒地となっており、６月の総会で農用地から除外したところになります。

その時にも説明しましたが、ここは水利もないところです。隣接地は西側が竹やぶ

です。水もないところなので非常に使いづらいということで、耕作はされてなかった

ようです。今後、農地として復旧することも今の状況からすると困難かと考えます。

予定の施設の設置につきましては、近隣への説明をされており、了承も得られてい

るようですので、今回の転用については致し方ないものかなと考えております。以上、

よろしくお願いします。

【議長】ただ今の事務局並びに担当委員の説明に、ご質疑はございませんか。

【３番 小川委員】現地ののり面の高さと水路の整備とかそういったものは。

【推４番 濱保委員】のり面は低いところで１ｍ50 から２ｍぐらいで、コンクリートの

擁壁です。平成 10 年ぐらいの構造改善の際、水路と併せて道路整備しています。

【推８番 吉岡委員】設備設置後の草刈り等管理について、なにか決まりが作れないも

のか。隣接地の耕作者が仕方なく草刈りをしている現状が見られる。

【３番 小川委員】災害対策、草刈り等必ず履行するというような確約書を徴取するの

はどうでしょう。

【推６番 横山委員】掲示されている連絡先に連絡しても対応してくれないケースもあ

ると聞きます。

【４番 竹内委員】周辺農地等の了承も得て許可となったが、問題が出ているというこ
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とです。

【議長】この議論につきましては、現在なかなか委員の皆さまと協議ができていない状

況です。コロナも終息に向かっており、改めて皆さまと協議を行いたいと思います。

ほかに、ご質疑はございませんか。

（質疑なし）

【議長】質疑なしと認めます。それでは、議案第２３号は提案どおり許可妥当の意見と

することにご異議はありませんか。

（異議なし）

【議長】異議なしと認めます。それでは、議案第２３号は提案どおり許可妥当の意見と

します。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【議長】続いて、議案第２４号 農地法第５条の規定による許可申請について、事務局よ

り説明してください。

【事務局（田渕）】（議案第２４号を説明）

【議長】それでは、担当委員の補足説明を高山委員にお願いするのですが、本日欠席で

すので番号１を竹内委員お願いします。

【４番 竹内委員】９月 14 日に高山委員と芦田行政事務所から２名で現地確認を行いま

した。

○○さんは、農家住宅をその上に立てるということで、すべて手続きは完了済み

です。進入路の畔は全部壁を作って、崩れる等の心配はないと思います。

○さんは、管理が難しいということで譲渡したということであります。よろしくお

願いします。

【議長】ただ今の事務局並びに担当委員の説明に、ご質疑はございませんか。

（質疑なし）

【議長】質疑なしと認めます。それでは、議案第２４は提案どおり許可妥当の意見とす

ることにご異議はありませんか。

（異議なし）

【議長】異議なしと認めます。それでは、議案第２４号は提案どおり許可妥当の意見と

します。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【議長】続いて、日程第４ 報告事項に入ります。報告第１２号 農地法第５条の規定に

よる届出について、事務局から報告してください。

【事務局（田渕）】（報告第１２号について報告）

【議長】ただいまの事務局の報告についてご質疑はございませんか。
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（質疑なし）

【議長】質疑なしと認めます。これをもって本日の議事及び報告については終了としま

す。

------------------------------------------------------------------------------

【議長】続いて日程第５ その他に入ります。来月の農業委員会の日程についてですが、

１０月２５日（火）午前９時３０分から、会場は上下町民会館 ２階 会議室で決め

たいと思いますが、いかがでしょうか。

（異議なし）

【議長】それでは、次回は１０月２５日（火）午前９時３０分から、会場は上下町民会

館 ２階 会議室と決めさせていただきます。これをもちまして、本日の総会の議事

日程のすべてを終了しました。ご苦労様でした。

令和４年９月２６日

議長（会長）

以上の議事の内容及び結果について、事実と相違ないことを証するため、議事録署名

人は次に署名押印する。

議事録署名人

議事録署名人


